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平成２２年度県民生活に関する相談状況について

１ 相談件数の状況

県及び市町の消費生活相談窓口で受け付けた消費生活相談は，２９，８７２件で，前年度に比べ

１，２０４件，率にすると３．９％の減少となった。

このうち，「不当請求・架空請求」に係る相談は３，３３７件で，前年度に比べ６０６件，１５．４

％の減少となったが，減少率はやや鈍化している。

県民相談については，行政相談が７０４件で前年度に比べ７８件，１２．５％の増加，家事相談が

８２７件で１７２件，１７．２％の減少，交通事故相談は，４７５件で８５件，１５．２％の減少とな

り，県民相談全体では，１７９件，８．２％の減少となった。

相談件数の状況（第1表）
. （単位：件，％）

区 分
平成２２年度

相談件数 （Ａ）

平成２１年度

相談件数 （Ｂ）

増 減 数

Ａ－Ｂ
増 減 率

((Ａ－Ｂ)/Ｂ)×100

消 費 生 活 相 談 ２９，８７２ ３１，０７６ △ １，２０４ △ ３．９

不当請求・架空請求 ３，３３７ ３，９４３ △ ６０６ △ １５．４

う ち ヤ ミ 金 融 ２１９ ２９７ △ ７８ △ ２６．３

そ の 他 の 相 談 ２６，５３５ ２７，１３３ △ ５９８ △ ２．２

県 民 相 談 ２，００６ ２，１８５ △ １７９ △ ８．２

行 政 相 談 ７０４ ６２６ ７８ １２．５

家 事 相 談 ８２７ ９９９ △ １７２ △ １７．２

交 通 事 故 相 談 ４７５ ５６０ △ ８５ △ １５．２

２ 消費生活相談の概要

（1） 不当請求・架空請求の相談状況

不当請求・架空請求の相談状況を過去７か年で見ると，消費生活相談の全体件数と同様に，平成

１６年度をピークに減少傾向にある。

不当請求・架空請求の７か年の状況（第１図）

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度
全 体 件 数 63,925 53,405 42,991 38,466 33,489 31,076 29,872
不当・架空 36,934 22,135 12,396 10,004 6,094 3,943 3,337
構成比 ％ 57.8 41.4 28.8 26.0 18.2 12.7 11.2

平成２３年７月１日

消 費 生 活 課



2

（2） 「その他の相談」の商品・役務別苦情相談件数

商品・役務別では，金銭の借入れに関する相談である「融資サービス」が３，０３９件，構成比１１．

５％で最も多く，次いで，借家などに係る相談の「不動産貸借」が１，８４３件，構成比６．９％，

インターネットを通じて得られる情報の利用料金などに係る相談である「情報提供サービス」が

１，０２２件，構成比３．９％となっている。これらの順位は平成２１年度と変わらない。

前年度と大きく変動したのは，「預貯金・証券等」で，前年度の４１２件から６５５件に増加してい

る。その要因は，主に高齢者を狙った詐欺的な未公開株の勧誘に関する相談が急増したことによる。

また，「情報提供サービス」のほか，光ファイバーの電話勧誘等の「インターネット通信サービス」

も大きく増加している。

商品・役務別相談件数（第２表）
（単位：件，％）

平成２２年度 平成２１年度
区 分

相談件数(Ａ) 構成比 相談件数(Ｂ)

増減率
((Ａ‐Ｂ)/
Ｂ) ×100

相 談 の 内 容

①融資サービス ３，０３９ １１．５ ３，５３５ △１４．０
・多重債務の整理
・過払い金の請求
・住宅ローンの返済 等

②不 動 産 貸 借 １，８４３ ６．９ ２，００６ △８．１
・敷金の返還

・借家の明け渡し 等

③情報提供サービス １，０２２ ３．９ ７７５ ３１．９
・有料情報サイトの利用
・放送受信料の支払い 等

④預貯金・証券等 ６５５ ２．５ ４１２ ５９．０
・出資，投資

・投資信託，未公開株 等

⑤建築・工事等 ６４８ ２．４ ６１５ ５．４
・住宅リフォーム（床下，屋根等）

・不必要な工事の勧誘，点検商法 等

⑥商 品 一 般 ５７３ ２．２ ５５３ ３．６
・多数のＤＭ広告・電話勧誘

・商品を購入した先の事業者の対応

・事業者の個人情報の取扱い 等

⑦役 務 そ の 他 ５３７ ２．０ ４９８ ７．８
・結婚相手紹介サービスの契約解除

・不動産の仲介手数料 等

⑧
インターネット
通信サービス ５１４ １．９ ３３１ ５５．３

・光ファイバーの電話勧誘

・インターネット回線の料金 等

⑨自 動 車 ４６７ １．８ ５０３ △７．２
・新車購入の解約，車両の交換，修理

・中古車の購入，販売 等

⑩健 康 食 品 ４１３ １．６ ４２６ △３．１
・連鎖販売取引・訪問販売による契約

・過量販売，効能・効果 等

そ の 他 １２，６４５ ４７．７ １３，２８６ △４．８
資格講座の電話勧誘，名簿の送り付け，

投資用マンションの執拗な勧誘 等

苦

情

相

談

計 ２２，３５６ ８４．３ ２２，９４０ △２．５

問 合 せ ・ 要 望 ４，１７９ １５．７ ４，１９３ △０．３

そ の 他 の 相 談 計 ２６，５３５ １００．０ ２７，１３３ △２．２

注）１ 「苦情相談」とは，消費者苦情が発生している相談をいう。
２ 「問合せ」とは，買い物相談・生活知識等苦情が発生していない相談や事業者からの相談等をいい，
「要望」とは，苦情に分類することが不自然な要望のみをいう（例：悪徳商法の法的規制強化の要望）。
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３ 県民相談の概要

(1) 行政相談

社会福祉，保健などの「生活・福祉・保健関係」に関する相談が２７５件，構成比３９．１％，次

いで，道路・河川などの「土木建築関係」が９６件，１３．６％となっている。

相談内容別相談件数 (第３表)
(単位：件，％)

平成２２年度 平成２１年度
区 分

相談件数(Ａ) 構成比 相談件数(Ｂ)

増減率((Ａ－

Ｂ)/Ｂ) ×100
相 談 の 内 容

生活・福祉・保健関係 ２７５ ３９．１ ２３４ １７．５ 衛生，医療，福祉，保健など

土 木 建 築 関 係 ９６ １３．６ １１４ △１５．８ 道路，河川，砂防，用地買収問題など

商工・農林水産関係 ８７ １２．４ ８２ ６．１ 商工業，労働，農林水産など

防災・防犯関係 ７８ １１．１ ５９ ３２．２ 消防，暴力・防犯，交通安全など

そ の 他 １６８ ２３．９ １３７ ２２．６ 税金，国際交流，個人情報など

計 ７０４ １００．０ ６２６ １２．５

(2) 家事相談

親の遺産分割方法などの「相続・遺言」に関する相談が３２３件，構成比３９．１％，次いで，離

婚に伴う子どもの親権問題などの「結婚・離婚」が２９０件，構成比３５．１％となっている。

相談内容別相談件数 (第４表)
(単位：件，％)

平成２２年度 平成２１年度
区 分

相談件数(Ａ) 構成比 相談件数(Ｂ)

増減率((Ａ－

Ｂ)/Ｂ) ×100
相 談 の 内 容

相 続 ・ 遺 言 ３２３ ３９．１ ３７８ △１４．６ 遺産分割，相続放棄，遺言など

結 婚 ・ 離 婚 ２９０ ３５．１ ３４２ △１５．２ 離婚，婚約破棄，親権・養育など

家 庭 内 問 題 １０１ １２．２ １４５ △３０．３ 子供の素行，夫婦の財産，親の扶養など

そ の 他 １１３ １３．７ １３４ △１５．７ 親族の扶養など

計 ８２７ １００．０ ９９９ △１７．２

（3） 交通事故相談

損害賠償額の算定方法などの「賠償関係」が２１８件，構成比４１．９％，次いで「保険関係」が

１２０件，２３．１％となっている。

相談内容別相談件数 (第５表)
(単位：件，％)

平成２２年度 平成２１年度
区 分

相談件数(Ａ) 構成比 相談件数(Ｂ)

増減率((Ａ－

Ｂ)/Ｂ) ×100
相 談 の 内 容

賠 償 関 係 ２１８ ４１．９ ３３８ △３５．５ 賠償額算定

保 険 関 係 １２０ ２３．１ １５４ △２２．１ 自賠責保険，労災，社会保険の請求方法

示 談 の 仕 方 １１２ ２１．５ １１５ △２．６ 示談の仕方

過 失 割 合 ７０ １３．５ ９０ △２２．２ 過失割合

計 ５２０(４７５) １００．０ ６９７(５６０) △２５．４

注） 構成比は，相談内容が重複するため，重複総数５２０件に占める割合。（ ）は，実質件数４７５件。
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トラブルが生じたら，一人で悩まず相談を！

平成２２年度の特徴的な相談事例

不当請求・架空請求

【事例 １】 パソコンでゲームサイトを閲覧していたらアダルトサイトに繋がった。２０歳以上かとい

う質問が出たので「いいえ」をクリックしたのに，次々と進んでしまい，会員登録となってしまった。

３日以内に６万５千円を支払うよう請求画面がたびたび出て困っている。（１０歳代・男性）

【事例 ２】 ６年前に利用した有料情報サイトの利用料を請求する封書が届いたが，身に覚えがない。

業者は，自分が以前勤めていた会社に電話し，そこで現在の勤務先の電話番号を聞き出して，会社に

まで請求の電話をしてくる。（６０歳代・男性）

多重債務

【事例 ３】 商品代金の支払や生活費の補てんのために消費者金融等で借り入れをし，その後は返済の

ために借り入れを重ねた。借入金の総額は，年収の２倍にもなっており，改正貸金業法の総量規制の

関係か，新たな借り入れができなくなった。返済が困難なので債務整理をしたい。（３０歳代・男性）

ヤミ金融

【事例 ４】 過去に自己破産をしているので，融資案内のはがきを見て電話をした。勤務先や子どもの

学校名など個人情報を教えたが，不審に思い融資を断わった。すると，態度が豹変し，「会社に電話し

てクビにしてやる。」，「子どもの学校で，あることないこと言いふらしてやる。」などと脅された。

（４０歳代・女性）

訪問販売

【事例 ５】 布団の製造元と言う業者から電話で無料クリーニングの案内があり，来訪を承諾した。羽

毛布団を見せたところ，「布団が傷んでいる。羽毛を足さなければならないが，この羽毛は最高級のも

ので，ワシントン条約で鳥が捕獲できない。当社は，国から割り当てがあるので，自然の水鳥の羽毛

を足すことができる。」と言われ，高額なリフォームの契約をした。（６０歳代・女性）

【事例 ６】 訪問してきた男性３人に「役所の許可を得ている。」と言われ下水道の高圧洗浄を契約した。

その際，「床下に水漏れがあり，シロアリもいるので放置すれば大変なことになる。」と言われ，床下補

強，乾燥剤，シロアリ駆除を契約した。その後も，屋根裏のシロアリ駆除，木材強化剤を次々と契約し，

合計で５００万円以上を支払った。手元には，一部の契約書と領収書しかない。（８０歳代・男性）

【事例 ７】 新聞購読は，いつもはインターホンで断っているが，「郵便です。」と言われたので印鑑を

持って出たら新聞の勧誘だった。最初は断わっていたが，次々と景品を渡され，断わり切れずに３か

月の購読契約をした。しかし，新聞は読まないのでクーリング・オフしたい。（７０歳代・女性）

電話勧誘販売

【事例 ８】 数年前に未公開株を購入し，騙されたことがある。今回，消費者庁の職員を名乗って電話

があり「未公開株の被害者を救済する法律ができたので，指定する業者に連絡してほしい。」と言われ

た。当該業者に電話をしたら「その法律は４月から施行となるが，手続に５０万円供託してもらうこ

とになる。」と，振り込みを依頼された。この業者は，信用できるか。（７０歳代・女性）

【事例 ９】 業者から「あなたの短歌は素晴らしいので作品を新聞の折込広告に掲載したい。」と電話が

あった。掲載料の説明はなかったので無料と思い，申込書を返送した。翌月，契約書が届いたので問

い合わせると，「掲載料は１回１０万円で，既に３回掲載している。」と言われ，規約がＦＡＸで届い

た。掲載を断わると伝えたが，１０万円を請求され，振り込んだ。その後も繰り返し残金の請求があ

参考１
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り，仕方なく請求金額の一部を支払った。（８０歳代・女性）

特定継続的役務提供

【事例１０】 アンケートに答えて無料ハンドマッサージを受けた後，エステのお得なチケットを勧めら

れた。１回だけ受けるつもりで気楽に行ったら，施術後に約３０万円のコースを勧められた。高額で

驚いていたら，「学生は３年分割で支払うのがほとんどだ。」と説明され，そういうものかと思い契約

した。その後も，ドリンク，サポーターなどを次々と契約させられた。（２０歳代・女性）

【事例１１】 サイトで心理テストをした後，話だけでも聞かないかと言われ事務所に行った。「成婚した

らお金は返ってくる。今を逃すと出会いがなくなる。」などと３時間近く勧誘を受けた。後日，クーリ

ング・オフを担当者に伝えたら，事務所での手続きを指示されたので行くと，入会のオリエンテーシ

ョンを始めたので帰ってきた。解約できないまま担当者とは連絡が取れなくなった。（３０歳代・女性）

マルチ商法

【事例１２】 知人に無料エステに誘われ知人の知り合いの家に行ったところ，美顔器を勧められた。「美

顔器を体に使うと脂肪を溶かして体外に排出される。友人に売れば収入になる。」と勧誘された。断わ

らせてもらえなかったので，仕方なく契約書に記入したが，配偶者に知られたら怒られるだろうと言

われ，契約書・名刺等の書類はすべて回収された。（３０歳代・女性）

【事例１３】 ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）で知り合った男性に会うために他県

に出向いた。２度目に会った時に会員になることを勧められ，占い・競馬予想・ＦＸのうちから占い

を選択した。後日，占いの授業を受け，言われるまま消費者金融からの借入れで３０万円を支払った。

それから収入プランの話を聞いたが，契約書や領収書等は受け取っていない。（２０歳代・女性）

その他

【事例１４】 十数年間居住した賃貸マンションを退去したが，敷金１２万円のうち５万円弱しか戻って

こない。明細書には，クロスの張替え，畳の表替え，ハウスクリーニング，エアコンクリーニングの

費用が記載されているが，そのうちハウスクリーニングとエアコンクリーニングは，契約書に借主負

担の記載がない。部屋は普通に使っていたので，納得できない。（３０歳代・男性）

【事例１５】 ＳＮＳで知り合った女性から「芸能人のマネージャーだが，担当のタレントが仕事面で悩

んでいるので話し相手になってほしい。」と依頼された。「サイトを利用したら双方のアドレスを知ら

なくてもメールのやり取りができる。ポイント購入が必要だが，費用は後ですべて当方が支払う。」と

言われた。高額なポイント代を支払ったが，どうしても会って返金してもらいたくて，１日に何十回

もメール交換を重ねた。（２０歳代・男性）

【事例１６】 「タンスに眠っている貴金属はありませんか。」と道で声をかけられ，自分が持っている貴

金属がどれくらいの価値なのか気になって，家に来てもらった。思い入れのある品物なので売る気は

なかったが，男性２人に売ってくださいと粘られ，指輪とネックレスを２万円で売ることを了承して

しまった。（３０歳代・女性）

【事例１７】 職場に税金が安くなると電話があり，ファミレスで夕方の６時から深夜まで投資用マンシ

ョンを勧誘された。「ローンの支払いは家賃収入でまかなえる。いつでも高く売れるし，定年後も安心

だ。」と言われた。帰りたいと断わったが，「他県から来たのに失礼ではないか。」などと言われ，根負

けして契約してしまった。業者に解約を伝えたが，返事を引き延ばされている。（年齢不詳・男性）
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平成２３年度消費生活相談窓口の開設状況

相談窓口名 窓 口 開 設 日 等
平成２２年度
相談件数

県 消 費 生 活 課
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）
９時～１６時（１２時～１３時は休み） ６，８５５

西部地域県民相談室呉支所 ９０

西部地域県民相談室東広島支所 ５６

東部地域県民相談室尾道支所 ９０

東部地域県民相談室〔福山市〕 ３９８

県

の

窓

口

北部地域県民相談室〔三次市〕

月曜日～金曜日（祝日，年末年始は除く。）

９時１５分～１６時（１２時～１３時は休み）

４０１

計（窓口数 ６）
７，８９０

（２６．４％）

広 島 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
火曜日を除く毎日（年末年始は除く。）

１０時～１９時
９，０１６

呉 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）
８時３０分～１６時３０分（１２時～１３時は休み）

１，２４８

竹 原 市 消 費 生 活 相 談 室
(竹原市及び大崎上島町にお住まいの方
の相談窓口)

月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）
１０時～１６時（１２時～１３時は休み）

１９２

大 崎 上 島 町 総 務 課
奇数月の第１金曜日（祝日，年末年始は除く。）

１０時～１５時（１２時～１３時は休み）
１０

三 原 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）

９時～１６時（１２時～１３時は休み）
５３０

尾 道 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）

９時～１７時（１２時～１３時は休み）
８５１

福 山 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）

８時３０分～１６時３０分
６，９５８

府 中 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
火曜日，金曜日（祝日，年末年始は除く。）

１０時～１６時（１２時～１３時は休み）
１４３

三 次 市 総 合 窓 口 セ ン タ ー
市 民 生 活 課 総 合 相 談 係

月曜，火曜，木曜，金曜日（祝日，年末年始は除く。）
９時～１６時（１２時～１３時は休み）

３４３

庄 原 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）

９時～１６時（１２時～１３時は休み）
８９

大 竹 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
火曜日，金曜日（祝日，年末年始は除く。）

９時～１６時（１２時～１３時は休み）
１６１

東広島市消費生活センター
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）

９時～１７時（１２時～１３時は休み）
１，０２４

廿日市市消費生活センター
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）

９時～１６時（１２時～１３時は休み）
６２０

安芸高田市消費生活相談窓口
水曜日，金曜日（祝日，年末年始は除く。）
９時３０分～１６時３０分（１２時～１３時は休み）

６２

江田島市消費生活相談窓口
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）

１０時～１６時（１２時～１３時は休み）
５５

府中町消費生活相談コーナー
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）

９時～１６時（１２時～１３時は休み）
２５３

海田町消費生活相談コーナー
木曜日（祝日，年末年始は除く。）

９時３０分～１６時（１２時～１３時は休み）
４４

熊 野 町 消 費 生 活 相 談 窓 口
月曜日，水曜日（祝日，年末年始は除く。）

１０時～１６時（１２時～１３時は休み）
５４

坂 町 消 費 生 活 相 談 窓 口
水曜日（祝日，年末年始は除く。）
９時～１６時（１２時～１３時は休み）

１３

安芸太田町消費生活相談所
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）
９時～１６時（１２時３０分～１３時３０分は休み）

８７

北 広 島 町 消 費 生 活 相 談 室
木曜日（祝日，年末年始は除く。）

１０時～１６時（１２時～１３時は休み）
４５

市

・

町

の

窓

口

世 羅 町 生 活 安 全 相 談 窓 口
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）

１０時～１６時（１２時～１３時は休み）
１７８

神石高原町消費生活相談窓口
月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）

９時～１６時（１２時～１３時は休み）
６

計（窓口数 ２３）
２１，９８２
（７３．６％)

合 計（窓口数 ２９） ２９，８７２

参考２


